
第 15 回 自動車関係税制のあり方に関する検討会 
議事次第 

 

                 平成 27 年 10 月２日(金) 
９:45～12:00 

合同庁舎２号館７階 省議室 
 
 

１ 開会 
 

２ 議事 

  自動車関係税制のあり方に関するヒアリング 

一般社団法人日本自動車連盟 

一般社団法人全国軽自動車協会連合会 

一般社団法人日本自動車販売協会連合会 

一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会 

日本自動車輸入組合 

公益社団法人日本バス協会 
 

３ 閉会 
 
配布資料 

 （資料１）「車体課税関係資料」（総務省） 

（資料２－１）「自動車関係税制のあり方に関する検討会」ヒアリング説明資料 

（資料２－２）平成 28 年税度税制改正に関する要望書 

（一般社団法人日本自動車連盟） 

（資料３－１）『自動車関係税制のあり方に関する検討会』ヒアリング説明資料 

（資料３－２）平成 28 年度税制改正に関する要望書 

（一般社団法人全国軽自動車協会連合会） 

（資料４－１）平成 28 年度税制改正要望のポイント 

（資料４－２）平成 28 年度税制改正に関する要望書 

（資料４－３）最近の月別国内販売台数（登録車）の推移等 

（一般社団法人日本自動車販売協会連合会） 

（資料５）平成 28 年度税制改正に関する要望（抜粋） 

（一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会） 

（資料６）平成 28 年度税制改正に関する日本自動車輸入組合(JAIA)の意見・要望 

（日本自動車輸入組合） 

（資料７）環境に関する税制について（公益社団法人日本バス協会） 
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１．乗合バス事業の概況

●事業者数 2,120事業者（うち 公営30）
※上限運賃認可対象事業者は４６７社

※平成１８年１０月に施行された改正道路運送法に伴い、乗合バスとみなされた事業者を含む。

●従業員数 107,343人（うち 運転者82,634人）
●車両数 59,027両
●輸送人員 41億2,500万人（うち 高速バス輸送人員 1億861万人）
●営業収入 9,715億2,900万円

乗合バス
※数字で見る自動車2015より
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人件費, 

56.0%燃料油脂費, 

10.1%

車両償却・修繕

費, 10.4%

その他, 

23.5%

原価構成（乗合バス）



（保有車両数乗合車両３０両以上の２４５者集計分）

大都市部 その他地域 合計

収入 ４，３６５ ２，７８５ ７，１５０

支出 ４，３２７ ３，１８１ ７，５０８

損益 ３８ △３９６ △３５８

経常収支率（％） １００．９ ８７．６ ９５．２

＜収支状況＞ 単位：億円

大都市部 その他地域 合計

黒字 ４５ ２２ ６７

赤字 ２６ １５４ １８０

合計 ７１ １７２ ２４７

＜黒字・赤字事業者数＞ 単位：者

全国のバス事業者の約7割が赤字
※大都市部以外では約9割の事業者が赤字

※公営事業者を含む
※高速バスは除く
※国土交通省資料より

「大都市部」とは・・・・

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、愛知県、三重県、岐阜県、大阪府、京都府（京都市を含む大阪府に隣接する地域）、
兵庫県（神戸市及び明石市を含む大阪府に隣接する地域）

大都市

赤字約３７％
その他地域

赤字約８９％

合計

赤字約７３％

２．平成２５年度乗合バス収支状況
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３．乗合バスの輸送人員の推移

国土交通省資料より

全体としてはここ10年は微減、横ばいの傾向にあるが、

過疎化が進む地方部は減少傾向が続いている。
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・ 乗合バス車両の車齢の分布をみると、約7割が11年を超える車両となっている。

新車購入が困難な厳しい経営状況を反映し、平均車齢は高くなってきている。

・ 11年以上経過した車両に１０％重課されると、経営が厳しいバス事業者の負担が

さらに増すこととなる。

４．乗合バス車両の車齢

出典：国土交通省
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５．貸切バス事業の概況

●事業者数 4,512事業者（うち 公営 26）

●従業員数 67,613人（うち 運転者46,653人）

●車両数 48,808両

●輸送人員 3億2,900万人

●営業収入 4,494億5,700万円

貸切バス
※数字で見る自動車2015より
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人件費, 
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諸経費, 
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原価構成（貸切バス）



６．貸切バスの収支状況および役割

・貸切バスは、観光利用だけでなく学校行事等の団体輸送を担う役割がある。
・外国人観光客(インバウンド)の増大に伴い、貸切バスの輸送力不足が問題となっている。
・2020年東京オリンピック・パラリンピック輸送では、選手・マスコミ輸送等で約1,700台の

貸切バスの要請がある。
・東日本大震災においては、寸断された交通の代替輸送手段として、被災した住民の避難輸送
や災害復旧ボランティアの輸送に大きな役割を果たした。 大規模災害に備え自治体との輸
送協定の締結も進んでいる。

・貸切バスも厳しい経営状況を反映して、運転者の不足問題を抱えている。
・貸切バスについては、安全コストを含んだ分り易い運賃制度として、昨年度から新運賃料金制度
が発足している。一方、夜間一人乗務は400キロまでなど安全規制も強化されている。

事 業 者 数
経常収支率

黒 字 赤 字 計

社 社 社

平成25年度計 ２４０ １６１ ４０１ １０１．４ ％
（６０％） （４０％） （１００％）

貸切バスの役割と現状

貸切バスの収支状況（H25）
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７．低下するバス運転者の賃金

経営合理化のため人件費の削減を進めた結果、バス運転者の賃金は大きく低下。
このため職業としての魅力が薄れ、バス運転者不足という新たな問題が発生。
バス事業者の合理化対策は限界に達している。

全産業平均

より約８０万

低い

民営バス：各年度における保有車両30両以上の事業者(平成18年10月に施行された改正道路

運送法に伴い、乗合バスとみなされた事業者を除く。)の集計値(国土交通省調べ)

全産業男子：厚生労働省・賃金構造基本統計調査報告による男子労働者の平均

年

民営バス平均

全産業男子平均

年間所得額(万円)

バス運転者(民営)の所得の推移

平成

【全産業 ピーク 平成9年】
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12．バス関係予算

① 国土交通省 バス関係予算の推移

② 総務省 特別交付税
地域交通維持について、総務省において特別交付税が手当されている。地域交通の

確保（地方バス、離島航路、地域鉄道支援等） について、平成２６年度交付額５７５億円。

管轄 項目 内容

百万円 百万円

（対前年 48 百万円） （対前年 0 百万円） （対前年 ▲ 18 百万円） （対前年 ▲ 1,551 百万円） （対前年 5,898 百万円）

（対前年 ▲ 58 百万円） （対前年 ▲ 109 百万円） （対前年 ▲ 31 百万円） （対前年 ▲ 60 百万円） （対前年 322 百万円）

（対前年 29 百万円） （対前年 266 百万円） （対前年 ▲ 69 百万円） （対前年 ▲ 8 百万円） （対前年 35 百万円）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

国交省

地域公共交通
確保維持改善事業

（地域の公共交通ネットワークの再構築予算）

・生活路線等の運行補助
・ノンステップバスなどの導入補助

・BRTやICカードシステムの導入補助
※金額は鉄道・船舶・航空も含めた額でありバ
スはその内数

30,578 百万円 30,578 百万円 30,560 百万円 29,009
※26年度補正と合わせ約358億円

低公害車普及促進
対策費補助金

・ハイブリッドバス、CNGバスの導入補助
・電気バスおよび充電設備の導入補助

980 百万円 871 百万円

自動車事故
対策費補助金

・ASV（衝突被害軽減ブレーキ）の導入補助
・デジタルタコグラフ、ドライブレコーダーの

導入補助

811 百万円 1,008 百万円 1,000 百万円

840 百万円 780 百万円

百万円1,077 百万円

平成28年度
（概算要求）

34,907

1,102 百万円

1,035
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